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納税者の住所の認定に関する最高裁判決 

 

 今月のニューズレターでは、納税者の｢住所｣の認定が争

われたいわゆる武富士事件最高裁判決(以下｢本判決｣と

いう１)をご紹介します。本判決は、原告の住所は国外に

あったと認定して原審高裁判決２を破棄し、納税者勝訴の

判決を言い渡しました。 

 

1. 事案の概要 

 

 上告人(以下｢X｣という)が、亡父甲及び母乙から、平成

11 年 12 月 27 日付け株式譲渡証書により、国外財産であ

る外国法人 A 社(オランダ王国の有限責任非公開会社)の

出資口数合計 720 口を取得した(以下｢本件贈与｣という)こ

とにつき、贈与税の決定処分(課税価格で 1653 億円余、

納付すべき税額で 1157 億円余)及び無申告加算税賦課

決定処分を受けたのに対し、X は、本件贈与当時日本に

住所を有しないから相続税法(平成 15 年法律第 8 号によ

る改正前のもの、以下｢法｣という)1 条の 2 第 1 号により贈

与税の納税義務を負わないと主張し、各処分の取消を求

めました。 

 

2. 争点 

 

 本件贈与を受けた時(平成 11 年 12 月 27 日)において、

X が日本国に｢住所｣を有していたかが問題となりました３。 

 

3. 本判決の要旨 

 

(1) ｢住所｣の解釈－生活の本拠たる実体 

 

 法 1 条の 2 に定める住所とは、｢生活の本拠、すなわち、

その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中

心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか

否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか

否かにより決すべき｣であると一般論を述べました。そし

て、本件において X は、本件期間(平成 9 年 6 月 29 日か

ら同 12 年 12 月 17 日に至るまでの通算約 3 年半にわた

る香港への赴任期間をいいます)中、その約 3 分の 2 の日

数を 2 年単位(合計 4 年)で賃借した X の香港における居

宅に滞在して過ごし、その間に現地において本件会社(日

本の上場会社で X はその香港駐在役員)又は本件会社が

買収した香港現地法人(X はその取締役)の業務として関

係者との面談等の業務に従事しており、｢これが贈与税回

避の目的で仮装された実体のないものとはうかがわれな

い｣こと等からすれば、本件贈与当時、香港における居宅

は、｢生活の本拠たる実体を有していた｣と判断しました。 

 

(2) 原審判決の否定 

 

 原審が日本国内に住所を有することの根拠としていた、

①日本滞在中は家族の居住する杉並区内の居宅で起居

していたこと、②香港に家財道具を移動せず、サービスア

パートメントを利用していたこと、③X の本件会社における

地位ないし立場(亡父甲の後継者と目されていた)の重要

性,④香港に預金等の資産を移動していないこと、⑤一部

の住所変更届出をしておらず香港での居住意思が強いも

のではないことといった事情は、いずれも、通常の海外赴

任者に見られる行動と何ら齟齬はない、滞在日数の格差

を覆すに足りる事情とはいえない等の理由から、香港にお

ける居宅の生活の本拠たる実体を否定する要素とはなら

ない、と判示しました。 
 

4. 本判決の意義 

 

(1) 借用概念としての｢住所｣ 

 

 本判決は、住所とは｢生活の本拠、すなわち、その者の

生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指

す｣と判示しています。相続税法は｢住所｣の定義を設けて

いないことから、これを定義する民法 22 条所定の｢生活の

本拠｣を解釈して｢住所｣の意義を明らかにしたものと考えら
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れます。これは、租税法の概念には他の法分野から借用

したものがあり、かかる概念は本来の法分野におけると同

じ意義に解釈すべきという借用概念論の統一説に立ったも

のといえます。この説は、法秩序の一体性と法的安定性を

重視するもので、最高裁も近時明示的に統一説に立つよう

になったと考えられており４、本判決で、最高裁が統一説に

立つことが定着したものと考えられます。 
 

(2) ｢生活の本拠たる実体｣の判定の仕方 

 

 本判決が、本件期間中、X がその約 3 分の 2 の日数を

香港居宅に滞在して過ごしたこと、その間香港において関

係者との面談等の業務に従事したことから、香港における

居宅は｢生活の本拠たる実体を有していた｣と一応判示し

ながら、原審が指摘するその余の事情、すなわち、杉並区

内の居宅における起居、本件会社における地位ないし立

場、家財等の移動状況、香港での滞在先の状況、預金等

の資産移転の状況、各種届出状況を挙げて、本件事例に

おいては香港における居宅に｢生活の本拠たる実体｣があ

ることを覆す要素とはならないと判示しています。このこと

からすると、｢生活の本拠｣たる実体の判定に当たっての要

素としては、ⅰ)滞在期間の長短、ⅱ)就業内容、就業状況

を第一次的に重視し、ⅲ)居住状況、ⅳ)就業先における地

位・立場、ⅴ)家財の移転状況、ⅵ)資産の移転状況、ⅶ)各

種届出状況を第二次的に考慮する可能性を示唆している

ことがうかがわれます。そうであるならば、一般論において

考慮要素の範囲及びその重みづけ、比較衡量の方法等に

ついて明確に判示すべきであったのではないかと考えられ

ます。 

 

(3) 租税回避の意思や居住意思を考慮すべきか 

 

 原審は、X に租税回避の意思があったとし、そうであるな

らば滞在日数については調整していたと考えられるから、

滞在日数の格差を重視して住所の認定を行うことは相当

でないとしています５。また、香港への出国時に借入のあっ

た銀行やノンバンクの多くに対して住所が香港に移動した

旨の届出をしていないことから、X の香港における居住意

思は強いものであったとはいえないとし、このことを考慮し

て本件贈与当時日本に住所があったと認定しました。そこ

で、原審のように租税回避の意思や居住意思を考慮して

住所を認定することの是非が問題となります。 

 

 この点、租税回避の意思を考慮するのは、納税者の予

測可能性を害し、憲法上の原則である租税法律主義に反

すると考えられます。また、居住意思を考慮するのは、当

初居住意思がなかったがその後居住意思が生じた場合、

又はその逆の場合等に判断基準として明確性を欠き不安

定であると考えられることから、適切でないと考えられます
６。最高裁は、結論として、これらの主観的要素を考慮して

｢住所｣該当性を否定することはできない旨を明確に判示し

ており、妥当といえます。 

 

以 上 

                                                 
１
  最高裁判所第 2 小法廷平成 23 年 2 月 18 日判決・判例タイムズ

1345 号 115 頁。 
２
  東京高裁平成 20 年 1 月 23 日判決・判例タイムズ 1283 号 119

頁。 
３
  本件贈与当時、｢贈与に因り財産を取得した個人で当該財産を取

得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの｣(法 1 条

の 2 第 1 号)である場合には、｢その者が贈与に因り取得した財産

の全部に対し、贈与税を課する｣と規定され(法 2 条の 2 第 1 号)、

当時の相続税法基本通達 1・1 の 2 共－6 は、国外において勤務

その他の人的役務を提供する者でその提供が短期間(おおむね 1

年以内)であると見込まれる者については、その者が贈与により財

産を取得したときにおいて法施行地を離れている場合であっても、

その者の住所は法施行地にあるものとして取り扱うとしていました

が、日本国内に住所を有しない場合は、贈与税は課税されません

でした。なお、平成 12 年税制改正後は本件のようなスキームによ

る贈与税回避は制限されています。 
４
  金子宏『租税法〔第 16 版〕』(弘文堂、2011)112 頁参照。 

５
  租税回避の意思を直接の考慮要素としているわけではなく、X に

租税回避の意思があったことから、X が滞在日数を調整していた

ことを認定し、それにより滞在日数の格差という事実の重みが軽く

なるという考え方をしています。 
６
  当時の相続税法基本通達 1・1 の 2 共－5 においても、｢生活の本

拠であるかどうかは、客観的事実によって判定｣するものとするとさ

れています。 


